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１．非正規地方公務員の急増 

非正規地方公務員に法的定義はないが、一般的に、自治体の組織内で臨時・非常勤職員といった非正規雇

用の形態で働く職員の総称として用いられている。地方財政の悪化、人件費のかさむ正規公務員の削減、業

務の多様化等を背景に、非正規地方公務員数は増加を続け、直近統計では約 69.4 万人（2020 年 4 月時点）

となっている。調査開始（2005年）以降の 15年間で約 5割、約 23.9万人増加し、全体の約 5分の 1を占め

る。職種別では、最も多い一般事務職員のほか、保育所保育士、教員・講師、看護師や保健師などの専門職

も多い1。 

２．非正規地方公務員における雇用の歪み  

雇用制度としての主な課題は 2 点ある。1 点目は、多くが 6 か月や 1 年ごとの契約更新型の有期雇用で、

「いつ契約が打ち切られるか」という雇用の不安定さである。2 点目は、低い賃金水準である。多くが年収

200 万円程度以下であり、正規職員の 4 分の１から 3 分の 1 程度との試算もある2。 

他方、地震、台風、豪雨等の災害、保育園の待機児童、学校でのいじめ、児童虐待、高齢者の犯罪被害、

感染症流行時の対応等自治体に求められる役割や業務が拡大している。自治体は、その担い手として有期雇

用、低賃金の非正規雇用を増やして拡大する業務に対処している状況にあり、非正規地方公務員が雇用の調

整弁的な役割を果たしている。 

非正規公務員問題を扱う論説や報道の中では、正規職員と同じように住民の生命や生活を守る公共サービ

スを行っているにもかかわらず、正規職員に比して賃金や雇用の安定性が低いとの課題認識が示されている

3。正規、非正規間の処遇の格差から非正規職員のモチベーションが下がることによって、公務員としてのや

りがいだけでは仕事を続けていけない事態を招き、サービス品質の低下に繋がり得るとも指摘されている4。 

３．企業の「コース別雇用管理制度」と処遇の不公平感 

「同じ仕事をしているのに処遇に差がある」という不公平感が働くことへの意欲を損ない、サービス品質

の低下等の組織が望まない結果に繋がり得るという非正規地方公務員問題を見ると、一般企業においても同

様の構造が潜在しているのではないかという疑問が湧く。企業でも、総合職、一般職、専門職、技術職等、

従業員の職種、資格などに基づき配置、昇進、賃金体系等の処遇が異なる複数の雇用形態が併存している。 

「働きがい改革」と処遇の不公平感 
～非正規地方公務員問題を題材に～ 

教育、医療、福祉等の現場では、増加する非正規の地方公務員が正規職員と同様の公共サービスの一翼を担う

一方、正規職員との処遇の不公平感が非正規職員のモチベーションを弱め、サービス品質の低下に繋がりかね

ないとの指摘もある。こうした構図は、総合職と一般職の統合、キャリア採用の増加、高齢期の再雇用等が進

む企業にも潜在する。しかし、「働きがい改革」の議論でこの点に触れられるケースは少ない。社会疫学等の知

見にも触れつつ、処遇の不公平感が働きがいに与える影響と、「働きがい改革」の在り方を探る。 
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このように雇用形態によってコース別に雇用管理を行う「コース別雇用管理制度」は、長きにわたり日本

企業の給与体系を含む雇用システムを支えてきた。しかし昨今は、労働者が個々の事情に応じた多様で柔軟

な働き方を自分で「選択」できるようにすることを目的とした5「働き方改革」などを背景に、非正規労働者

の無期雇用への転換、総合職と一般職の統合、地域限定社員、高齢期の再雇用嘱託社員、キャリア採用によ

る社員等、雇用形態がさらに多様化している。 

他方、雇用形態の多様化ほどには業務の細分化は進んでいないため、異なる雇用コースの従業員が同様の

業務を行う状況が生じ得る。結果として、転勤の有無や、災害等緊急時の対応等、日々の業務内容以外の要

素が賃金等の処遇差の主たる要素になっているケースもあろう。 

企業の「コース別雇用管理制度」も、地方公務員の正規、非正規間と同様、「同じ仕事をしているのに処遇

に差がある」という処遇の不公平感を惹起し得ると考えられる。 

４．処遇の不公平感と「働きがい」との関係 

（１）働きがいの構成要素 

企業は、イノベーション創出、生産性向上、

人材獲得等によって競争優位を高めるために、

従業員に求める業務内容、能力等の職務（ジョ

ブ）の明確化や、仕事に関する従業員のポジテ

ィブな心理状態を目指す従業員エンゲージメン

トを重視した働き方等による「働きがい改革」

を進めている。この「働きがい」がどのような要

素で成り立っているかについては多くの論考が

ある。ここでは、独自の指標を用いて働きがい

に係る企業の仕組みや取り組みを調査し、1998

年から『フォーチュン』誌で「働きがいのある会

社ベスト 100」を毎年発表している米国 Great 

Place to Work社による分析を紹介する。同社

は、働きがいには「信頼（従業員の会社に対する

信頼度）」「誇り」「連帯感」の 3要素があり、「信

頼」はさらに「信用」「公正」「尊敬」の 3要素に

分解され、働きがいはこれら 5要素によって構成されるとしている《図表 1》。 

働きがいを高める多くの要素の中でも、ここではその中の「公正」に注目する。同社は、「公正」を、働き

に見合った評価や報酬、平等な昇進機会等に関わる指標と位置づけ、企業が、公正な評価、報酬、昇進など

を提供している状態を「公正」としている6。 

上記から、従業員が、採用、雇用契約、労働時間、休暇、賃金、人事異動、人事考課、昇進等幅広い企業

内の制度の中で公平に、不当に差別的でなく取り扱われることは、働きがいを高める要素のひとつであると

考えられる。 

《図表 1》働きがいのある会社の 5つの要素 

（出典）Great Place to Work®（GPTW）「働きがいのある会社」

をもとに SOMPO 未来研究所作成 
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（２）「相対的はく奪（感）」仮説 

次に、働きがいと処遇の不公平感

との関連を考える理論的アプローチ

（仮説）として、社会疫学における

「他人と自分の境遇を比較したとき

に感じる欠乏感や不満」を指す「相

対的はく奪（感）」という概念7を紹介

する。 

これは、他者に比較し自身の所得

や生活水準が相対的に低いことが心

理社会的なストレスとなり健康を蝕

む可能性があるとの仮説《図表 2》

で、「物質的には『人並み』以上に豊

かであっても、周囲の人に比べて相

対的に豊かさが『乏しい』と感じる

ような状況が続くと健康を害する可

能性がある。すなわち、属している

集団内で所得や職業階層における社会的地位（ステータス）が相対的に低いことによる心理社会的なストレ

スが、物質的貧困とは独立した健康リスクとなるという仮説8」とされる。英国には、国家公務員の集団を長

期間追跡し、死亡リスクや生活習慣リスクが所得分布や職業階層に対して直線的に分布しており、平均的な

所得よりもはるかに高い所得を持つ公務員であってもその中で最も高所得層に比べると早世であることを報

告した研究がある9。 

「相対的はく奪（感）」仮説は、「働きがい」に焦点を当ててはいないものの、働きがいと処遇の不公平感

との関連を考えるうえで、ひとつの視座を与えてくれると思われる。特に、所属している集団内での処遇差

によるストレスが健康のリスク要因となり得るとの指摘は、企業規模，業種，地域等による賃金相場などの

一般的な所得水準以上に、身近な周囲との相対的な処遇の不公平感が働きがいにも影響し得ることを示唆す

る。 

５．むすび 

現在の「働きがい改革」へのアプローチは、エンゲージメントやロイヤルティなどの向上を目的とした、

組織マネジメント、柔軟な働き方、ジョブ型の働き方、ダイバーシティ＆インクルージョンといった働きか

けや環境づくりの議論に些か偏っているように見受けられる。 

本稿「３．企業の「コース別雇用管理制度」と処遇の不公平感」で述べたとおり、非正規地方公務員問題

と同様の構造は、日本企業に根付く「コース別雇用管理制度」にも潜在している。 

非正規職員、地域限定社員、高齢期の再雇用嘱託社員、キャリア採用による社員等にとって、期待役割、

業務の難易度、職務への責任感や使命感、職位の高まりは，働きがい向上に寄与すると考えられる。他方、

《図表 2》精神的はく奪のイメージ 

（出典）近藤尚己、近藤克則等「高齢者における所得の相対的剥奪と死亡リ

スク」（図 1 所得分布と健康との関連に関する経路仮説）（医療と社

会 Vol.22 No.1、2012 年） 
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非正規地方公務員問題、本稿で紹介した分析や理論的アプローチを踏まえると、生計の維持や一般的な所得

水準との関係以上に、身近な周囲との処遇の不公平感が働きがいを低下させる要因となり得る。加えて、非

正規地方公務員問題は、自身の業務に関する期待役割、業務の難易度等が高いほど、賃金等の処遇が「同じ

ような仕事をしている他の者」より劣っていると感じた場合に「働きがい」を弱め、それが各従業員のパフ

ォーマンスを引き下げる要因になり得ることを示す。 

したがって、企業が従業員の働きがいを持続的に向上させていくためには、組織マネジメントや柔軟な働

き方等の「働きがい」向上への働きかけや環境づくりと同じレベルで、賃金、雇用期間、昇格機会等の処遇

に係る相対的な不公平感にも意識を向けるべきではないか。少なくとも、「働きがいを支援する仕組みで、同

じような業務を行う身近な従業員との処遇の不公平感を低減させる」という構造による「働きがい改革」に

は限界があると思われる。 

処遇に係る相対的な不公平感の縮小のために、「コース別雇用管理制度」におけるコース間の処遇差を縮小、

解消するアプローチには、意欲や能力の低い従業員の既得権を守り、これらが高い従業員の働きがいを毀損

するリスクがある。 

重要なのは、意欲や能力の高い従業員が相応の処遇を実感できる公正な制度設計である。そのためには、

意欲や能力の高い従業員の上位コース登用を積極的に行う、これらが低い従業員の同一コース内での降格の

実効性を高める、昇格機会等賃金以外の処遇格差を撤廃するなど、人事制度の設計、不断の改善が必要にな

る。 

また、人事制度の改定を検討する際に従業員の声を聴くだけでなく、定期的に実施されるエンゲージメン

トに係る従業員の意識調査等において、処遇の公正さ、公平感に係る満足度を定期的、継続的に把握したり、

従業員がこれらに関する意見や不満を会社に伝えることができる仕組みを設けることなども一法と思われる。 
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